
１
．
西
神
・
山
手
線
ワ
ン
マ
ン
運

転
化
、
駅
務
遠
隔
化
シ
ス
テ
ム
の

導
入
等
を
見
据
え
た
対
応
に
つ
い

て 【
当
局
】 

平
素
よ
り
、
神
戸
交
通
労

働
組
合
の
皆
様
方
に
は
、
交
通
事
業
の

運
営
に
つ
い
て
ご
理
解
・
ご
協
力
を
賜

り
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。
ま
た
、

市
民
生
活
に
不
可
欠
で
あ
る
「
市
民
の

足
」
と
し
て
市
バ
ス
・
地
下
鉄
の
運
行

を
安
全
・
安
心
に
毎
日
継
続
し
て
行
っ

て
い
た
だ
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

現
場
の
皆
様
の
ご
尽
力
に
あ
ら
た
め
て

感
謝
申
し
上
げ
る
。 

 

本
年
１
月
29
日
の
対
局
交
渉
の
場
で

「
西
神
・
山
手
線
の
ワ
ン
マ
ン
運
転
化

の
方
向
性
に
つ
い
て
」
に
つ
き
ま
し
て

説
明
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
だ

が
、
本
日
は
、
令
８
年
１
月
か
ら
の
西

神
・
山
手
線
ワ
ン
マ
ン
運
転
化
に
加
え

て
、
令
和
10
年
度
を
目
途
に
全
駅
で
導

入
す
る
駅
務
遠
隔
化
シ
ス
テ
ム
等
を
見

据
え
た
対
応
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
検

討
を
進
め
て
ま
い
り
ま
し
た
考
え
方
に

つ
い
て
、
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
。 

 

昨
今
の
物
価
高
や
委
託
料
の
増
額
な

ど
に
よ
る
費
用
増
に
加
え
、
人
口
減
少

に
よ
る
将
来
需
要
の
減
少
な
ど
、
神
戸

市
交
通
局
を
取
り
巻
く
状
況
と
将
来
の

見
通
し
は
厳
し
さ
を
増
し
て
い
る
。
ま

た
、
超
少
子
高
齢
化
の
進
行
に
よ
る
人

口
減
少
は
、
全
国
的
に
人
材
確
保
に
深

刻
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、

こ
れ
ま
で
と
同
じ
人
員
体
制
を
維
持
す

る
こ
と
は
厳
し
い
状
況
と
な
っ
て
い

る
。 

 

そ
の
よ
う
な
中
に
あ
っ
て
も
、
公
営

交
通
で
あ
る
市
営
地
下
鉄
、
市
バ
ス
が

役
割
を
果
た
し
、
企
業
理
念
の
使
命
に

も
あ
る
神
戸
の
ま
ち
づ
く
り
に
貢
献
す

る
た
め
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
業
務
の
あ

り
方
を
抜
本
的
に
見
直
し
、
あ
ら
ゆ
る

方
策
を
用
い
て
経
営
改
善
を
図
っ
て
い

か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
て
い

る
。 

 

高
速
鉄
道
部
門
に
お
い
て
、
今
後
進

め
て
い
く
べ
き
経
営
改
善
策
と
し
て
、

す
で
に
説
明
し
ま
し
た
令
和
８
年
１
月

か
ら
の
西
神
・
山
手
線
の
ワ
ン
マ
ン
運

転
化
に
加
え
、
令
和
10
年
度
を
目
途
に

駅
務
遠
隔
化
シ
ス
テ
ム
を
全
駅
で
導
入

す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
将
来
を
見
据
え

た
、
適
正
な
体
制
の
構
築
、
持
続
可
能

な
経
営
を
実
現
し
て
ま
い
り
た
い
。 

 
引
き
続
き
、
各
見
直
し
項
目
の
詳
細

に
つ
い
て
、
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
く
。 

 

な
お
、
西
神
・
山
手
線
ワ
ン
マ
ン
運

転
化
に
向
け
た
設
備
の
整
備
や
習
熟
訓

練
、
委
託
駅
の
直
営
化
、
駅
務
遠
隔
化

シ
ス
テ
ム
の
導
入
後
の
駅
業
務
の
あ
り

方
の
見
直
し
、
勤
務
体
制
の
見
直
し
等

に
つ
い
て
は
、
管
理
運
営
事
項
に
該
当

す
る
も
の
で
あ
る
が
、
提
案
内
容
に
関

連
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
日

は
提
案
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容

を
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
資
料
の
下

線
部
が
提
案
事
項
で
あ
り
、
そ
れ
以
外

は
説
明
事
項
で
あ
る
。 

 

「
１
．
西
神
・
山
手
線
の
ワ
ン
マ
ン

運
転
化
」
に
つ
い
て
、
す
で
に
ご
説
明

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
と
お
り
、
令
和
８

年1

月
に
西
神
・
山
手
線
の
ワ
ン
マ
ン
運

転
化
を
実
施
す
る
。 

 

ワ
ン
マ
ン
化
に
向
け
て
、
①
ワ
ン
マ

ン
運
転
支
援
設
備
の
整
備
、
②
運
転
士

の
習
熟
訓
練
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、

ワ
ン
マ
ン
化
に
あ
た
り
、
二
人
で
行
っ

て
い
た
業
務
を
一
人
で
対
応
す
る
こ
と

に
な
る
た
め
、
③
運
転
士
の
乗
務
付
帯

時
分
・
仕
業
の
見
直
し
、
④
研
修
を
実

施
し
た
う
え
で
、
車
掌
の
駅
掌
へ
の
転

任
を
行
い
、
ワ
ン
マ
ン
化
に
よ
り
駅
業

務
に
従
事
す
る
職
員
が
増
加
す
る
こ
と

を
踏
ま
え
て
、
⑤
西
神
・
山
手
線
の
委

託
駅
の
直
営
化
・
勤
務
時
間
の
見
直

し
・
駅
業
務
の
見
直
し
を
行
う
。
さ
ら

に
、
今
般
の
ワ
ン
マ
ン
化
に
伴
っ
て
、

車
掌
の
職
種
が
な
く
な
る
こ
と
に
よ
る

ジ
ョ
ブ
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
の
硬
直
化
を

防
止
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
⑥
一

定
年
齢
以
上
の
運
転
士
の
駅
掌
業
務
へ

の
従
事
、
⑦
再
任
用
助
役
の
駅
掌
業
務

へ
の
従
事
を
行
う
こ
と
で
、
若
手
職
員

の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
維
持
し
て
い

く
。 

 

各
項
目
の
詳
細
で
あ
る
が
、 

①
ワ
ン
マ
ン
運
転
支
援
設
備
の
整
備
ス
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対局団体交渉（5月12日） 

 

２
０
２
５
年
５
月
12
日
（
月
）
17
時
30
分
よ
り
、
御
崎
Ｕ
ビ
ル
に
お
い
て
、

城
南
交
通
事
業
管
理
者
ら
当
局
代
表
と
団
体
交
渉
を
実
施
し
ま
し
た
。
こ
の
交

渉
に
お
い
て
当
局
か
ら
は
、
「
西
神
・
山
手
線
ワ
ン
マ
ン
運
転
化
お
よ
び
駅
務

遠
隔
化
シ
ス
テ
ム
の
導
入
等
を
見
据
え
た
対
応
に
つ
い
て
」
の
提
案
が
あ
り
ま

し
た
。
こ
れ
に
対
し
組
合
は
、
安
全
確
保
の
観
点
か
ら
当
局
の
見
解
を
質
し
、

懸
念
点
を
明
確
に
示
し
ま
し
た
。
団
体
交
渉
終
了
後
に
は
、
当
局
と
の
間
で
意

見
交
換
を
行
い
、
今
後
の
方
向
性
や
課
題
認
識
の
共
有
を
図
り
ま
し
た
。 
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ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
資
料
の
と
お
り

で
あ
り
、
令
和
７
年
11
月
末
に
は
ワ
ン
マ
ン

用
Ｓ
Ｒ
無
線
装
置
及
び
ワ
ン
マ
ン
用
車
両
設

備
全
編
成
設
置
完
了
予
定
で
あ
る
。 

②
運
転
士
の
習
熟
訓
練
に
つ
い
て
は
、
令
和

７
年
８
月
～
12
月
末
に
向
け
て
、
机
上
研
修

や
乗
務
研
修
を
実
施
し
て
い
く
。 

③
運
転
士
の
乗
務
付
帯
時
分
・
仕
業
の
見
直

し
に
つ
い
て
は
、
ワ
ン
マ
ン
化
後
の
標
準
作

業
手
順
に
お
け
る
作
業
に
か
か
る
実
測
時
間

に
基
づ
い
て
、
乗
務
付
帯
時
分
を
見
直
し
、

仕
業
を
変
更
す
る
。 

④
車
掌
の
駅
掌
へ
の
転
任
に
つ
い
て
は
、
ワ

ン
マ
ン
化
に
移
行
す
る
令
和
８
年
１
月
以
降

に
、
車
掌
に
対
す
る
駅
掌
業
務
研
修
、
こ
れ

は
委
託
駅
を
含
め
た
駅
に
お
け
る
実
地
研
修

を
含
む
が
、
こ
れ
を
実
施
す
る
。
車
掌
は
、

研
修
終
了
後
、
順
次
、
駅
掌
に
転
任
し
、
駅

務
業
務
に
従
事
す
る
。 

⑤
西
神
・
山
手
線
委
託
駅
の
直
営
化
・
勤
務

時
間
の
見
直
し
・
駅
業
務
の
見
直
し
に
つ
い

て
は
、
車
掌
の
駅
掌
へ
の
転
任
を
踏
ま
え
、

令
和
８
年
度
よ
り
、
順
次
、
西
神
・
山
手
線

委
託
駅
を
直
営
化
す
る
。
直
営
化
に
あ
た
っ

て
は
、
現
行
の
委
託
駅
の
勤
務
体
制
を
基
本

と
し
、
勤
務
時
間
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
駅
業
務
の
実
態
を
考
慮
し
定
め
る
こ
と
と

す
る
。
ま
た
、
現
行
の
直
営
駅
の
勤
務
時
間

に
つ
い
て
も
同
様
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
駅
の
実

態
を
考
慮
し
見
直
し
を
図
る
。
駅
業
務
の
見

直
し
と
し
て
、
令
和
８
年
度
よ
り
、
現
行
の

主
要
駅
以
外
の
駅
助
役
業
務
に
関
し
て
は
、

主
要
駅
助
役
・
管
区
助
役
が
巡
回
対
応
す
る

こ
と
と
し
、
主
要
駅
以
外
の
駅
に
は
、
原
則

と
し
て
駅
掌
等
の
み
の
配
置
と
す
る
。 

⑥
一
定
年
齢
以
上
運
転
士
の
駅
掌
業
務
へ
の

従
事
に
つ
い
て
は
、
ワ
ン
マ
ン
化
に
よ
る
人

員
体
制
の
移
行
後
も
、
継
続
的
に
ジ
ョ
ブ

ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
を
実
施
す
る
た
め
、
当
面

は
60
歳
以
上
で
あ
る
が
、
一
定
年
齢
以
上
の

運
転
士
に
つ
い
て
は
、
毎
年
度
４
月
１
日

に
、
駅
務
業
務
に
就
く
こ
と
と
す
る
。
な

お
、
定
年
延
長
中
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
非

常
時
に
お
い
て
、
必
要
な
研
修
等
を
行
い
運

転
業
務
に
復
帰
す
る
場
合
が
あ
る
。
職
種
名

は
、
定
年
延
長
中
の
職
員
は
「
駅
務
士
」
、

再
任
用
職
員
は
「
駅
掌
」
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ

号
給
調
整
は
行
わ
な
い
。
定
年
の
引
き
上
げ

が
完
成
す
る
令
和
13
年
度
末
ま
で
は
こ
の
取

扱
い
と
す
る
。 

⑦
再
任
用
助
役
の
駅
掌
業
務
へ
の
従
事
に
つ

い
て
は
、
ワ
ン
マ
ン
化
に
よ
る
人
員
体
制
の

以
降
後
も
、
継
続
的
に
ジ
ョ
ブ
ロ
ー
テ
ー

シ
ョ
ン
を
実
施
す
る
た
め
、
令
和
８
年
度
よ

り
駅
配
置
の
助
役
が
再
任
用
職
員
と
な
っ
た

以
降
は
、
原
則
と
し
て
、
駅
掌
業
務
を
中
心

に
つ
か
せ
る
こ
と
と
し
、
必
要
な
時
は
、
助

役
業
務
の
サ
ポ
ー
ト
に
あ
た
る
こ
と
と
す

る
。
こ
の
取
り
扱
い
は
、
令
和
８
年
度
当
初

に
再
任
用
職
員
で
あ
っ
た
助
役
を
含
む
こ
と

と
す
る
。
な
お
、
当
該
駅
配
置
の
再
任
用
助

役
に
つ
い
て
、
業
務
内
容
に
応
じ
た
市
民
に

と
っ
て
も
分
か
り
や
す
い
呼
称
に
つ
い
て
検

討
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。 

 

次
に
、
「
２
．
駅
務
遠
隔
化
シ
ス
テ
ム
の

導
入
」
に
つ
い
て
は
、
令
和
９
年
度
よ
り
、

準
備
が
整
っ
た
駅
か
ら
順
次
駅
務
遠
隔
化
シ

ス
テ
ム
を
導
入
し
、
令
和
10
年
度
を
目
途
に

西
神
・
山
手
線
、
海
岸
線
の
全
駅
に
導
入
し

て
い
く
。
シ
ス
テ
ム
の
導
入
に
よ
り
、
職
員

が
行
う
窓
口
応
対
業
務
は
一
部
を
除
き
、
名

谷
業
務
ビ
ル
に
設
置
す
る
駅
務
指
令
か
ら
、

遠
隔
で
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
体
制
と

し
、
①
駅
業
務
の
あ
り
方
の
抜
本
的
な
見
直

し
、
②
勤
務
体
制
の
見
直
し
、
③
勤
務
時
間

の
見
直
し
を
行
い
、
あ
わ
せ
て
④
海
岸
線
の

委
託
駅
の
直
営
化
・
勤
務
時
間
の
見
直
し
、

管
区
体
制
の
見
直
し
を
行
う
。 

 

各
項
目
の
詳
細
で
あ
る
が
、 

①
駅
業
務
の
あ
り
方
の
抜
本
的
な
見
直
し
と

し
て
、
駅
掌
等
は
、
従
前
の
と
お
り
、
作
業

ダ
イ
ヤ
に
従
っ
て
業
務
を
行
い
、
原
則
１
名

で
業
務
が
で
き
る
体
制
と
し
、
職
員
不
在
時

に
は
駅
務
遠
隔
化
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
お
客
様

対
応
を
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
駅
務

遠
隔
化
シ
ス
テ
ム
で
賄
え
な
い
⑴
移
動
制
約

者
の
乗
降
補
助
、
⑵
保
安
、
⑶
駅
構
内
簡
易

清
掃
の
対
応
等
の
業
務
に
つ
い
て
は
、
必
ず

職
員
が
対
応
す
る
も
の
と
す
る
。
原
則
、
後

述
す
る
セ
ン
タ
ー
駅
の
み
で
現
金
取
扱
業
務

を
行
い
、
セ
ン
タ
ー
駅
以
外
で
は
現
金
取
扱

業
務
を
行
わ
な
い
こ
と
と
す
る
。 

②
勤
務
体
制
の
見
直
し
と
し
て
、
遠
隔
シ
ス

テ
ム
を
導
入
し
た
駅
の
勤
務
体
制
を
、
次
の

と
お
り
見
直
す
。
セ
ン
タ
ー
駅
に
つ
い
て

は
、
原
則
２
名
体
制
と
し
、
セ
ン
タ
ー
駅
以

外
の
駅
へ
の
巡
回
・
応
援
業
務
、
日
勤
の
交

代
要
員
を
考
慮
し
た
体
制
を
構
築
し
、
現
金

取
扱
業
務
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
セ
ン
タ
ー

駅
以
外
に
つ
い
て
は
、
原
則
１
名
体
制
と

し
、
日
勤
の
交
代
要
員
あ
り
で
、
現
金
取
扱

業
務
を
行
わ
な
い
こ
と
と
す
る
。
セ
ン
タ
ー

駅
と
な
る
駅
に
つ
い
て
は
、
資
料
を
確
認
い

た
だ
き
た
い
。
現
行
の
統
合
管
区
業
務
に
つ

い
て
、
各
管
区
へ
移
行
す
る
業
務
、
駅
務
指

令
に
引
き
継
ぐ
業
務
を
整
理
し
た
上
で
、
統

合
管
区
を
廃
止
し
、
令
和9

年
度
か
ら
、
駅
務

遠
隔
化
の
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
駅
務
指

令
を
設
置
す
る
。 

③
勤
務
時
間
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
駅
務

遠
隔
化
シ
ス
テ
ム
の
導
入
を
見
据
え
た
、
駅

業
務
の
あ
り
方
、
勤
務
体
制
の
見
直
し
を
踏

ま
え
、
駅
配
置
の
職
員
の
健
康
管
理
の
観
点

か
ら
、
よ
り
短
い
拘
束
時
間
で
交
代
で
き
る

よ
う
、
勤
務
時
間
を
見
直
す
。
隔
勤
シ
フ
ト

に
つ
い
て
は
、
職
員
の
負
担
軽
減
の
観
点
か

ら
勤
務
１
回
の
拘
束
時
間
を2

1

時
間
に
短
縮

す
る
と
と
も
に
、
職
員
の
不
在
時
間
、
休
憩

時
間
へ
の
対
応
を
行
う
た
め
の
日
勤
シ
フ
ト

も
導
入
す
る
。
駅
配
置
の
職
員
は
、
21
時
間

第１回市バス・地下鉄フォトコンテスト 入選 安元千翔氏 
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拘
束
の
隔
勤
シ
フ
ト
、
日
勤
シ
フ
ト
を
組
み

合
わ
せ
て
勤
務
を
行
う
。 

④
海
岸
線
の
委
託
駅
の
直
営
化
・
勤
務
時
間

の
見
直
し
、
管
区
体
制
の
見
直
し
に
つ
い
て

は
、
駅
務
遠
隔
化
シ
ス
テ
ム
の
導
入
に
よ
る

駅
の
勤
務
体
制
の
見
直
し
を
踏
ま
え
て
、
令

和
10
年
度
に
、
海
岸
線
委
託
駅
の
全
駅
直
営

化
を
行
う
。
委
託
駅
の
直
営
化
に
あ
た
り
、

勤
務
体
制
は
、
上
記
②
の
勤
務
体
制
を
基
本

と
し
、
勤
務
時
間
に
つ
い
て
は
、
上
記
③
の

勤
務
シ
フ
ト
を
導
入
し
た
う
え
で
、
そ
れ
ぞ

れ
の
駅
の
実
態
を
考
慮
し
定
め
る
こ
と
と
す

る
。
駅
務
遠
隔
化
、
海
岸
線
の
全
駅
直
営
化

に
合
わ
せ
て
、
西
神
・
山
手
線
の
管
区
体
制

も
見
直
し
、
全
３
管
区
体
制
と
す
る
。 

 

「
３
．
そ
の
他
の
見
直
し
」
で
あ
る
が
、 

①
運
転
士
転
任
選
考
基
準
の
見
直
し
に
つ
い

て
は
、
ワ
ン
マ
ン
化
に
伴
い
、
車
掌
業
務
が

見
直
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
令
和
８
年
度
実
施

以
降
の
運
転
士
転
任
選
考
基
準
を
見
直
す
。

現
行
は
、
「
車
掌
在
職
１
年
以
上
22
歳
～
45

歳
未
満
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
「
駅
掌
在
職

２
年
以
上
22
歳
～
45
歳
未
満
」
に
改
正
す

る
。
最
短
で
運
転
士
に
な
る
タ
イ
ミ
ン
グ
は

現
行
と
同
じ
４
年
目
で
あ
る
。
な
お
、
車
掌

経
験
の
あ
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
選
考
時
の

勤
務
評
定
に
一
定
点
を
加
点
す
る
。
加
点
に

つ
い
て
は
、
車
掌
経
験
年
数
に
関
わ
ら
ず
一

律
と
す
る
。
な
お
、
本
取
扱
い
は
令
和
13
年

度
末
ま
で
と
す
る
。 

②
乗
務
区
の
統
合
に
つ
い
て
は
、
西
神
・
山

手
線
の
ワ
ン
マ
ン
化
に
よ
り
、
名
谷
・
苅
藻

両
乗
務
区
で
の
管
理
乗
務
員
数
が
現
在
の
名

谷
乗
務
区
よ
り
も
減
少
す
る
こ
と
か
ら
、
名

谷
乗
務
区
、
苅
藻
乗
務
区
を
統
合
し
、
一
体

的
に
運
営
す
る
こ
と
で
、
効
率
的
な
執
行
体

制
を
構
築
す
る
。
乗
務
区
の
統
合
は
、
西

神
・
山
手
線
が
ワ
ン
マ
ン
化
さ
れ
、
海
岸
線

に
ホ
ー
ム
ド
ア
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
で
、
統

一
し
た
運
転
作
業
手
順
が
導
入
で
き
る
令
和

９
年
度
か
ら
実
施
す
る
。 

③
海
岸
線
ダ
イ
ヤ
改
正
、
乗
務
付
帯
時
分
・

仕
業
の
見
直
し
令
和
８
年
度
か
ら
設
置
が
開

始
さ
れ
る
ホ
ー
ム
ド
ア
の
設
置
に
合
わ
せ

て
、
駅
停
車
時
間
等
を
見
直
す
必
要
が
あ

り
、
ま
た
現
在
の
乗
降
客
数
の
動
向
も
踏
ま

え
、
令
和
８
年
３
月
を
目
途
に
ダ
イ
ヤ
改
正

を
行
う
。
西
神
・
山
手
線
と
同
様
に
、
標
準

作
業
手
順
に
お
け
る
作
業
に
か
か
る
実
測
時

間
に
基
づ
い
た
乗
務
付
帯
時
分
の
見
直
し
を

行
う
。 

④
駅
配
置
の
日
勤
再
任
用
職
員
の
業
務
変
更

に
つ
い
て
は
、
委
託
駅
の
直
営
化
に
よ
り
、

駅
係
員
の
人
員
確
保
が
必
要
と
な
る
こ
と
か

ら
、
令
和
９
年
度
か
ら
駅
配
置
の
日
勤
再
任

用
職
員
が
担
っ
て
い
る
コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ
業

務
を
見
直
し
、
駅
配
置
の
再
任
用
職
員
は
、

現
職
の
駅
係
員
と
同
様
の
業
務
に
就
く
こ
と

と
し
、
勤
務
シ
フ
ト
も
同
様
と
す
る
。
令
和

10
年
度
の
駅
務
遠
隔
化
シ
ス
テ
ム
導
入
以
降

は
、
駅
配
置
の
再
任
用
職
員
は
、
新
た
な
勤

務
シ
フ
ト
に
基
づ
く
駅
業
務
を
担
う
こ
と
と

す
る
。 

⑤
高
速
技
術
部
門
の
勤
務
時
間
の
見
直
し
に

つ
い
て
は
、
高
速
技
術
部
門
に
つ
い
て
、
現

行
の
業
務
実
態
に
基
づ
い
て
、
勤
務
開
始
時

間
、
勤
務
終
了
時
間
の
基
準
と
な
る
時
間
な

ど
を
改
め
、
勤
務
時
間
を
見
直
す
。 

 

本
日
提
案
し
た
、
勤
務
労
働
条
件
に
係
る

事
項
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
部
会
、

支
部
で
協
議
を
進
め
て
ま
い
り
た
い
。 

【
組
合
】
「
将
来
を
見
据
え
て
の
対
応
」
と

い
う
提
案
で
あ
る
が
、
現
状
を
み
る
と
現
場

の
職
員
が
つ
い
て
こ
ら
れ
る
と
は
思
え
な

い
。
昨
今
、
組
合
員
か
ら
の
声
を
聞
く
と
当

局
に
対
し
到
底
信
頼
を
持
っ
て
交
渉
に
あ
た

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
今
回
の
提
案
を
受
け

る
に
あ
た
っ
て
先
行
き
が
不
透
明
な
な
か
ど

の
よ
う
に
当
局
と
し
て
職
員
の
将
来
を
考
え

て
い
る
の
か
改
め
て
局
長
と
し
て
の
思
い
を

聞
き
た
い
。 

【
当
局
】
神
戸
市
交
通
局
を
取
り
巻
く
状
況

と
将
来
の
見
通
し
は
厳
し
さ
を
増
し
て
お

り
、
先
行
き
も
不
透
明
な
中
で
、
将
来
に
わ

た
っ
て
安
定
的
に
組
織
を
運
営
し
て
い
く
た

め
に
は
、
業
務
の
あ
り
方
を
抜
本
的
に
見
直

す
と
と
も
に
、
あ
ら
ゆ
る
方
策
を
用
い
て
経

営
改
善
に
取
り
組
む
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で

あ
る
こ
と
を
ご
理
解
い
た
だ
き
た
い
。
そ
の

よ
う
な
前
提
の
も
と
西
神
・
山
手
線
の
ワ
ン

マ
ン
化
や
駅
務
遠
隔
シ
ス
テ
ム
を
導
入
す
る

が
、
不
安
な
く
勤
務
い
た
だ
け
る
よ
う
、
導

入
前
に
、
勤
務
労
働
条
件
に
つ
い
て
労
使
で

議
論
す
る
時
間
を
十
分
設
け
る
と
と
も
に
、

現
場
で
実
際
に
対
応
い
た
だ
く
職
員
に
対
し

て
は
、
適
切
な
研
修
や
訓
練
を
実
施
し
た
う

え
で
、
進
め
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い

る
。 

【
組
合
】
ワ
ン
マ
ン
化
、
海
岸
線
ダ
イ
ヤ
改

正
に
つ
い
て
は
来
年
当
初
実
施
予
定
で
あ
り

検
討
を
進
め
、
関
連
す
る
勤
務
労
働
条
件
に

つ
い
て
は
労
使
協
議
し
妥
結
を
目
指
す
こ
と

は
理
解
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
遠
隔
化

シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
実
際
に
ど
の
よ
う
な

遠
隔
化
シ
ス
テ
ム
が
導
入
さ
れ
る
か
わ
か
ら

な
い
中
で
机
上
の
空
論
で
検
討
を
進
め
る
こ

と
が
で
き
る
内
容
で
は
な
い
と
考
え
る
が
い

か
が
か
。 

【
当
局
】
令
和
10
年
度
末
か
ら
毎
年2

0

名
前

後
の
職
員
が
退
職
を
迎
え
る
こ
と
や
、
就
労

人
口
の
減
少
に
よ
る
人
員
の
確
保
が
困
難
と

な
っ
て
く
る
こ
と
か
ら
、
交
通
局
を
取
り
巻

く
状
況
は
非
常
に
厳
し
い
も
の
と
な
っ
て
い

る
。
今
回
の
提
案
内
容
は
、
非
常
に
多
岐
に

わ
た
っ
て
お
り
、
時
期
を
長
期
間
に
わ
た
っ

て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
密
接
に
関
係
し
て

お
り
、
一
つ
で
も
欠
け
る
と
全
体
に
影
響
を

及
ぼ
し
、
事
業
を
継
続
し
て
い
く
こ
と
が
困

難
に
な
る
こ
と
か
ら
、
現
在
、
運
輸
部
門
で

専
門
の
会
議
体
を
立
ち
上
げ
て
詳
細
に
つ
い

て
検
討
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

個
々
の
提
案
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
部
会
、

支
部
と
の
協
議
を
重
ね
な
が
ら
調
整
し
た
う

え
で
、
勤
務
労
働
条
件
に
関
す
る
事
項
つ
い

て
は
、
労
使
協
議
で
確
認
し
た
内
容
に
つ
い

て
現
場
の
職
員
に
対
し
て
丁
寧
に
説
明
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。 

【
組
合
】
お
客
様
及
び
職
員
の
安
全
対
策
に

つ
い
て
、
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
具
体
的
に

示
す
の
が
先
で
は
な
い
か
。
30
年
前
に
阪
神

淡
路
大
震
災
を
経
験
し
た
神
戸
市
交
通
局
と

し
て
そ
の
経
験
を
活
か
し
た
提
案
と
な
っ
て

い
る
の
か
。
人
員
計
画
が
あ
り
き
に
な
っ
て

お
り
、
こ
れ
で
は
安
全
安
心
の
公
営
交
通
を

謳
え
る
体
制
で
は
な
い
と
考
え
る
。
特
に
南

海
ト
ラ
フ
へ
の
対
応
、
大
雨
な
ど
の
災
害
、

車
両
や
駅
構
内
の
火
災
、
事
件
、
事
故
発
生

時
の
対
応
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て

い
る
の
か
。 

【
当
局
】
市
民
の
足
と
し
て
、
事
業
を
継
続

し
て
い
く
こ
と
が
使
命
で
あ
る
と
考
え
て
お

り
、
限
ら
れ
た
職
員
数
に
お
い
て
も
「
安

全
・
安
心
」
な
公
営
交
通
を
存
続
し
て
い
く

必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
ワ
ン
マ
ン
運

転
に
つ
い
て
は
、
ホ
ー
ム
ド
ア
の
整
備
、
運

転
士
が
扉
操
作
を
お
こ
な
う
た
め
の
カ
メ

ラ
、
モ
ニ
タ
の
設
置
、
運
転
士
に
対
す
る
確

実
な
習
熟
訓
練
な
ど
に
よ
り
、
安
全
性
を
損

な
う
こ
と
な
く
実
施
で
き
る
も
の
と
考
え
て

い
る
。
ま
た
、
６
０
０
０
形
車
両
に
は
今

後
、
車
内
防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置
も
進
め
ら
れ

る
た
め
、
お
客
様
に
一
層
安
心
し
て
ご
利
用

い
た
だ
け
る
環
境
が
整
備
さ
れ
て
い
く
。
駅

業
務
遠
隔
化
に
つ
い
て
も
、
各
駅
に
は
係
員

を
配
置
す
る
た
め
、
省
人
化
に
よ
り
懸
念
さ

れ
る
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
を
招
か
な
い
よ
う
な
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シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
検
討
し
て
い
る
。
事
件

事
故
等
が
発
生
し
た
時
に
は
近
隣
の
駅
や
セ

ン
タ
ー
駅
か
ら
応
援
者
が
駆
け
付
け
る
体
制

を
検
討
し
て
お
り
、
安
全
面
・
保
安
面
を
担

保
し
て
い
き
た
い
。 

【
組
合
】
運
転
士
の
習
熟
訓
練
に
つ
い
て
、

現
状
の
乗
務
員
体
制
で
実
施
で
き
る
の
か
。

欠
員
へ
の
対
応
を
示
す
の
が
先
で
は
な
い

か
。
そ
も
そ
も
現
状
で
定
期
教
育
訓
練
で
す

ら
、
で
き
る
よ
う
な
状
況
で
は
な
い
と
声
が

上
が
っ
て
い
る
。 

【
当
局
】
机
上
研
修
や
実
車
を
用
い
た
訓
練

に
つ
い
て
は
、
定
期
教
育
訓
練
と
同
様
に
１

回
当
た
り
３
時
間
程
度
の
訓
練
を
時
間
外
で

実
施
す
る
予
定
で
あ
り
、
開
催
期
間
を
延
長

す
る
こ
と
で
１
日
当
た
り
の
参
加
者
を
限
定

し
、
勤
務
確
保
に
与
え
る
影
響
が
少
な
く
な

る
よ
う
考
慮
す
る
。
ワ
ン
マ
ン
運
転
の
習
熟

訓
練
に
つ
い
て
は
、
時
間
を
か
け
て
経
験
を

積
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
認
識
し
て
お

り
、
ワ
ン
マ
ン
用
カ
メ
ラ
・
モ
ニ
タ
の
設
置

が
完
了
す
る
11
月
か
ら
は
、
通
常
勤
務
の
中

で
運
転
士
が
前
か
ら
扉
操
作
を
お
こ
な
う
習

熟
を
実
施
す
る
。
さ
ら
に
、
車
両
改
修
が
完

了
す
る
12
月
か
ら
は
、
出
庫
点
検
や
列
車
無

線
の
取
扱
い
も
含
め
た
完
全
な
ワ
ン
マ
ン
運

転
の
習
熟
を
実
施
す
る
予
定
で
あ
り
、
11
月

か
ら
の
習
熟
と
合
わ
せ
て
、
約
２
か
月
の
研

修
期
間
を
経
て
１
月
か
ら
の
ワ
ン
マ
ン
移
行

に
備
え
る
。
こ
れ
ら
の
訓
練
が
開
始
さ
れ
る

ま
で
に
は
、
現
状
の
欠
員
を
可
能
な
範
囲
内

で
解
消
で
き
る
よ
う
、
色
々
な
取
り
組
み
を

行
っ
て
い
く
。 

【
組
合
】
ジ
ョ
ブ
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め

の
一
定
年
齢
以
上
の
運
転
士
の
駅
掌
業
務
従

事
に
つ
い
て
、
「
一
定
年
齢
」
に
つ
い
て
、

当
面
60
歳
以
上
と
な
っ
て
い
る
が
、
ジ
ョ
ブ

ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
の
関
係
で
、
今
後
こ
の
年

齢
が
下
が
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
の
か
。 

【
当
局
】
現
業
職
全
体
の
年
齢
構
成
に
も
よ

る
が
、
現
時
点
に
お
い
て
は
、
「
一
定
年

齢
」
に
つ
い
て
60
歳
よ
り
も
下
が
る
こ
と
は

想
定
し
て
お
ら
ず
、
本
取
扱
い
は
、
令
和
13

年
度
末
ま
で
を
想
定
し
て
い
る
。 

【
組
合
】
今
後
の
定
年
前
再
任
短
時
間
職
員

の
業
務
は
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
。 

【
当
局
】
通
常
の
駅
掌
と
同
じ
業
務
に
従
事

す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。
勤
務
確
保
に

あ
た
っ
て
の
課
題
等
に
つ
い
て
は
、
意
見
交

換
等
を
行
い
な
が
ら
、
検
討
し
て
ま
い
り
た

い
。 

【
組
合
】
高
速
鉄
道
運
転
士
転
任
選
考
基
準

の
見
直
し
に
つ
い
て
、
現
行
の
駅
掌
か
ら
車

掌
に
転
任
す
る
際
の
在
職
年
数
の
考
え
方
は

暫
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
従
来
の
制
度
で
あ

れ
ば
、
運
転
士
転
任
の
際
に
は
、
22
歳
以
上

で
あ
っ
た
。
今
回
の
改
正
で
、
「
駅
掌
在
職

２
年
以
上
」
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
20
歳
か

ら
受
験
可
能
に
し
て
は
ど
う
か
。
採
用
時
年

齢
で
不
公
平
感
が
出
な
い
よ
う
に
配
慮
し
て

も
ら
い
た
い
。 

【
当
局
】
今
回
の
提
案
は
、
現
状
の
基
準
を

ベ
ー
ス
と
し
た
提
案
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て

い
る
が
、
ご
意
見
も
踏
ま
え
て
、
ど
の
よ
う

な
対
応
が
で
き
る
か
、
検
討
し
て
ま
い
り
た

い
。 

【
組
合
】
遠
隔
化
以
降
の
勤
務
シ
フ
ト
に
お

け
る
休
暇
の
取
得
に
つ
い
て
、

21
時
間
拘

束
＋
日
勤
と
い
う
変
則
的
な
勤
務
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
に
な
る
と
の
こ
と
だ
が
、
勤
務
確

保
及
び
休
暇
取
得
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に

考
え
て
い
る
の
か
。 

【
当
局
】
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
非
常
に
重

要
だ
と
考
え
て
い
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、

部
会
や
支
部
協
議
の
中
で
議
論
し
て
い
き
た

い
。 

【
組
合
】
今
回
、
様
々
な
提
案
が
な
さ
れ
て

い
る
が
、
実
態
を
踏
ま
え
た
内
容
と
な
っ
て

い
る
の
か
疑
問
で
あ
る
。
先
ほ
ど
か
ら
現
場

で
の
協
議
を
重
ね
る
と
回
答
が
あ
る
が
計

画
、
提
案
段
階
で
担
当
職
員
が
現
場
で
実
際

に
業
務
を
確
認
し
現
状
を
把
握
し
た
上
で
協

議
に
臨
む
べ
き
で
は
な
い
か
。 

【
当
局
】
本
日
の
提
案
内
容
に
つ
い
て
は
、

今
後
、
部
会
や
支
部
協
議
で
詳
細
を
議
論
し

て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
、
そ
の
中
で
、

確
認
が
必
要
な
事
項
等
が
あ
れ
ば
、
対
応
さ

せ
て
い
た
だ
く
。 

【
組
合
】
委
託
駅
の
直
営
化
に
よ
っ
て
、
各

駅
の
配
置
人
員
が
減
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る

が
、
営
業
事
故
等
へ
の
対
策
に
力
を
入
れ
て

い
る
な
か
駅
業
務
に
つ
い
て
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ

シ
ョ
ナ
ル
が
必
要
だ
と
考
え
る
。
ま
た
、
人

員
が
減
る
な
か
業
務
に
つ
い
て
常
に
相
談
で

き
る
よ
う
な
後
方
支
援
体
制
が
必
要
だ
と
考

え
る
が
如
何
か
。 

【
当
局
】
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
は
重
要
と

考
え
て
い
る
。
職
員
の
人
材
育
成
に
関
し
て

は
、
交
通
局
人
事
・
給
与
制
度
改
革
の
中
で

示
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
、
令
和6

年
度
に

妥
結
し
た
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
に
基
づ
き
適
切

に
運
用
を
進
め
て
ま
い
り
た
い
。
ま
た
、
駅

業
務
に
関
す
る
相
談
が
で
き
る
後
方
支
援
体

制
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
詳
細
の
議
論
を
進

め
て
い
く
中
で
、
必
要
性
も
含
め
て
検
討
し

て
ま
い
り
た
い
。 

【
組
合
】
最
後
に
な
る
が
、
公
営
交
通
事
業

者
と
し
て
の
責
務
を
第
一
義
に
市
民
・
利
用

者
の
足
と
し
て
安
全
・
安
心
の
公
営
交
通
を

謳
い
続
け
ら
れ
る
体
制
が
労
使
で
確
認
で
き

な
け
れ
ば
協
議
を
続
け
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
ま
た
、
今
回
の
提
案
及
び
説
明
に
つ
い

て
は
勤
務
労
働
条
件
に
密
接
に
関
わ
る
事
案

が
多
い
こ
と
か
ら
労
使
で
し
っ
か
り
と
協

議
、
検
討
を
重
ね
労
使
合
意
を
以
っ
て
進
め

て
い
た
だ
く
よ
う
強
く
申
し
入
れ
る
。 
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